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フローチャート図

県教育委員会から対応についての指示 (通知)：所有者に書面で通知

本調査に関する協議

試掘調査で 遺構等を確認
した場合

試掘調査で遺構等を確認
できない場合

建築・土木工事（掘削する工事）の計画

埋蔵文化財包蔵地
の
有無 の照会

文化財保護法に基づ
く発掘届の提出

本調査

工事着手へ

：工事を着工する60 日前までに届出

　申請者は所有者：試掘日程、県との協議の結果等は所有者に書面で通知

埋蔵文化財包蔵地　無　のとき

発掘
調査

試掘調査や本調査を実施し
遺跡の範囲、内容等を確認

工事
立会

基礎工事等に工事立会いし
ますので日程を連絡してく
ださい

慎重工事

工事中に埋蔵文化財と思わ
れるものが確認された場合
は連絡してください

本調査


